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ペルー共和国「チャビン国立博物館建設計画」 

基本設計調査に係る協議議事録 

(抄訳) 

 

 

ペルー共和国政府からの要請を受け、日本国政府は「チャビン国立博物館建設計画」（以下プ

ロジェクト）に係る基本設計調査の実施を決定し、独立行政法人国際協力機構(以下JICA)にそ

の調査を依頼した。 

JICAは無償資金協力部 情報通信・ガバナンスチーム チーム長である新井和久を団長として

ペルー共和国に基本設計調査団を派遣し、2005年10月26日から11月23日まで同国に滞在する予

定である。 

本調査団はペルー政府関係者との協議及びサイト調査を実施した。協議及びサイト調査の結

果、以下に記す協議概要について双方確認した。調査団は引き続き調査を行い、基本設計調査

報告書を作成する。 

        

                

                                            2005 年11月3日リマにて 

 

 

 

 

                                       
新井 和久 Dr. Luis Guillermo LUMBRERAS                 
独立行政法人国際協力機構 ペルー共和国 

基本設計調査団団長 文化庁長官 

  

  

  

                 

Arq. Javier SOTA NADAL 

ペルー共和国                       

教育省大臣 
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付属書 

 

1. プロジェクトの目的 

本プロジェクトの目的はチャビン歴史的文化遺産及びチャビン・デ・ワンタル考古学遺跡

（以下遺跡）を保存し研究する、チャビン国立博物館（以下博物館）を建設することであ

る。 

2. プロジェクトサイト 

プロジェクトサイトは別添１に示すとおり、チャビン・デ・ワンタル村の遺跡から約 1.7Km

北に位置する。 

3. 実施機関 

本プロジェクトの実施機関は文化庁（INC）である。組織図は別添２に示す。 

4. ペルー政府要請内容 

協議の結果、別添３に示すとおり、博物館に求められる機能がペルー側から指摘された。

JICA は、要請の妥当性を判断し、結果を日本政府に提案して承認を求める。 

 

5. 我が国無償資金協力制度について 

5.1. ペルー側は、別添４に記載する日本の無償資金協力スキーム及びペルー政府の負担項目

について調査団から説明を受け、内容を了解した。 

5.2. ペルー側は、日本の無償資金協力の実施条件として、プロジェクトの円滑な実施のため

に別添５に示された負担項目について必要な措置をとる。 

5.3. ペルー側は、一般文化無償の上限額がコンサルタントフィーを含めて３億円であること

について説明を受け、了解した。 

 

6. 調査スケジュール 

6.1. 調査団は2005年11月23日まで引き続き、ペルーにて調査を実施する。 

6.2. JICAは基本設計報告書のドラフトをスペイン語で用意し、内容を説明するために2006年2

月下旬から3月初旬周辺でペルーに調査団を派遣する。 

6.3. 報告書の内容がペルー政府により承認された場合、JICAは最終報告書を完成させ、2006

年4月までにペルー政府に送付する。 

 

7. 特記事項 

7.1. プロジェクトにより建設される博物館と、博物館に隣接して建設される予定の調査保存
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修復国際センター（以下センター）は、チャビン文化の調査及び保存に関して一体として

機能するよう、密接な結びつきを持つことが求められる。チャビン文化はペルーの国家的

遺産であり、同時に人類の遺産として認識され、博物館及びセンターはその調査及び保存

に重要な役割を担う。このことは、現在作成中であり2007年7月までに完成されるチャビ

ン・デ・ワンタルマスタープランにおいて明記されることを、ペルー側は約束した。 

7.2. 博物館は以下の機能を持つこととする。 
- 遺跡からの出土品を収集、保存、展示、解説する。 
- 遺跡及びチャビン文化を、当該時代の自然及び文化的背景に関連づけてわかりやす

く説明する。 
- 観光客がチャビン村及び遺跡を訪問するきっかけとなることで当該地域の付加価値

を高め、以って地域の開発に寄与する。 
- ペルー国民及び外国人がチャビン文化への理解を深めるため、さまざまなイベント

や調査に参加することを促す活動の場となる。 
 

7.3. センターの機能は、遺跡からの出土品の調査、保存、修復であり、それによってチャビ

ン文化の理解を深める。また、センターは博物館の管理機能も担う。 

7.4. 博物館の規模及びデザインに関し、 
- 別添３に記載されたコンセプトを尊重することで、双方合意した。 
- 要請内容より博物館の規模を縮小する場合は、別添３に記載された内容に基づいて

設計を行うことで双方合意した。 
- 最終設計はペルー側によって承認されなければならない。 
- 各機能の広さは調査団の滞在中に決定する。 

 
7.5. 博物館の設計に関し、 

- 予定される臨時展示向けスペースは博物館本体と一体化した調和のとれた形で設置

できるように博物館の設計を行う。 
- センターと展示室の空間的つながりに配慮する。 

 
7.6. 1) 博物館の展示機材、2) センターの建設及び機材に関し、 

- ペルー側は他の協力を要請する予定である。 
- ペルー側は必要な手続きを行い、博物館の建物が完工するまでに展示機材を用意す

る。 
- センターの建設及び機材の調達については、ペルー側は博物館建設の進捗状況に併

せて必要な手続きを行う。 
 

7.7. 博物館は建物が完工してから4ヶ月以内に開館することを、双方合意した。 

7.8. ペルー側は、日本の無償資金協力によって建設された建物を適正かつ効果的に運営する

ため、十分な予算及び適切な人員を確保する。 

7.9. 博物館の展示に関し、以下の内容について双方合意した。 
- 展示のシナリオ、方針及び計画については調査団の帰国までに確定する。 
- 展示内容は、博物館の建物が完工するまでにペルー側が準備、確保する。 
- 展示の説明文はスペイン語、英語及び日本語の併記とする。日本語の説明文につい

てはネイティブチェックを入れる。 
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7.10. ペルー側は、遺跡と博物館の入場料を一枚のチケットで徴収するなど、遺跡及び博物館

双方を訪問するような方法を検討する。 

 

7.11. ペルー側はプロジェクト実施スケジュールに合わせて以下の手続きを実施することに同

意した。 
- プロジェクトに係る交換公文の前までに、現在博物館建設予定地に存在する建物及び

歩行路の取り壊し、排除を実施し、建設予定地の整地を行う。 
- 博物館建設の着工までに、博物館の運営に必要な電気、電話、給排水などの基本的な

インフラを用意する。 
- 博物館の開館までに、駐車場を整備する。 
- チャビン・デ・ワンタル村及び運輸通信省の責任において、プロジェクトに係る交換

公文の前までにチャビン村から博物館までの道路の舗装を完成させる。 
- 陸揚げ港における免税及び通関手続きについて、できるかぎり短期間で行うことを保

障する。さらに、日本の建設業者にかかる付加価値税を免除し、プロジェクトの下で

調達される物品、サービスに係る同税の還付ができるかぎり早急に行われるよう処理

する。 
- 国家公共投資制度法に基づき、以下の 3 つの手続きにおいて承認を得るために必要な

措置を講ずる。 
① プロファイル： 承認済み 
② 実行可能性前調査： 

A) プロジェクトの基本設計概要を基にレポートを完成させ、2006 年 4 月末ま

でに教育省投資促進局（OPI）に提出する。 
B) 2006 年 6 月中旬までに承認を得る。 

③ 実行可能性調査： 
A) 実行可能性前調査の承認が下り次第、速やかにレポートを作成し提出する。 
B) 2006 年 6 月末までに承認を得る。 

 

7.12. 博物館建設に係る社会環境影響調査の必要性について； 
- 住宅・建設省は、調査の必要性については当該地域を所管する自治体が判断するもの

であると説明した。 
- チャビン村役場は、博物館の建設は環境に負の影響を与えるものではない旨、別添６

で表明している。 
- INC は、建設予定地における考古学的調査は必要ないが、建設時には考古学者の立会

いが望ましいと別添 6 で提言した。 
 

7.13. ペルー側は、博物館の運営に関して技術協力等の協力が必要と考えられる際は、別途日

本大使館もしくはJICA事務所に公式に要請しなければならないことを理解した。 

 

7.14. 博物館の建設に際し、請負業者が地元住民を一定の割合で雇用することをペルー側は求

めた。 

 

7.15. ペルー側は、地域振興に貢献できる博物館の運営を配慮する。 
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